
 

 

令和７年度鳴門市幼稚園教諭採用候補者選考審査案内 
（令和７年度９月１日以降随時又は令和８年４月１日採用予定） 

 
           令和７年４月 

鳴門市こども未来創造部 

こども保育教育課 

 

[受 付 期 間]  令和７年４月１日（火）～令和７年５月２日（金） 

[第１次審査日]  令和７年５月１８日（日） 

 

１ 職種、採用予定人員、職務内容等 

職 種 採用予定人員 職 務 内 容 

幼稚園教諭 ２名程度 市立幼稚園において園児の教育に従事します。 

※鳴門市教育委員会に属し、教育職給与表の適用を受けます。 

 

 

２ 受審資格 

①  昭和６１年４月２日以降に生まれた者であって、教育職員免許法による幼稚園教諭免許状

及び保育士資格の両方を有する者、又は令和８年３月３１日までに両方を取得する見込み

の者。 

②  日本の国籍を有しないものであっても、受審できますが、在留資格において就職が制限

されている者は、採用されません。 

③  地方公務員法第16条及び学校教育法第9条に規定する欠格条項に該当する者は受審

できません。 

 

 

３ 審査の日時・場所 

審 査 日   時 審査会場 

第１次審査 

令和７年５月１８日（日） 

受   付 午前８時３０分から午前８時４５分まで 

審査時間 午前９時００分から午前１１時頃まで 

鳴門市役所２階大会議室等       

鳴門市撫養町南浜字東浜１７０ 

第２次審査 令和７年６月中旬 
未定（詳細は、第１次審査合

格者に通知します。） 

 

 

４ 審査の方法 

 （１）第１次審査 

種  目 内     容 

 SPI検査 

（基礎能力検査及び

性格検査） 

職務遂行上必要な基礎的能力についてをみる試験です。個人の基本的

な資質を「基礎能力検査」と「性格検査」から測定します。 

＜ 択一式  ２時間 ＞ 

 

 



 

 

 

（２）第２次審査 

種  目 内     容 

口述審査 個人面接を行います。 

実技審査 音楽・造形の実技を通して感性・表現力・創造性等を審査します。 

実地審査 幼稚園での保育を通して適格性等を審査します。 

 

 

５ 合格者の発表 

区  分 期  日 方     法 

第１次審査  

合格者発表 
５月下旬 

第１次審査の合格者に結果を通知します。 

鳴門市掲示板（本庁舎前）、鳴門市の公式ウェブサイトに合格

者の受審番号を掲示します。 

最終合格者発表 ７月下旬 第２次審査受審者全員に合否の結果を通知します。 

 

 

６ 申込方法 

   電子申請により申請してください。 
・具体的な手続きは、別紙「電子申請申込方法」を参照してください。 
・令和７年 5月２日(金)の申込完了分まで有効です。 
・原則、電子申請のみの受付となりますが、インターネットによる申込ができない特段の事情
がある場合は、令和７年４月２３日（水）までにこども保育教育課までお問い合わせください。 

 
◆ 注意事項 ◆ 
・受付期間を過ぎた申込みは、いかなる理由があれ受理しません。 
・電子申請による申込完了後（正式受付後）、電子申請システム上から受験票をダウンロード
できます。 
・受験票は１次試験当日に持参していただく必要がありますので、プリントアウトのうえ大切に
保管してください。 
・受験資格がないこと又は申込書記載事項が正しくないことが判明した場合、合格を取り消す
ことがあります。 

 

 

７ 合格から採用まで 

最終合格者は採用候補者名簿に登載し、任命権者が採用者を決定します。 

令和８年３月３１日までに免許状及び資格を取得することができない場合は、採用候補者名簿

に登載されていても採用されません。 

採用は令和７年９月１日以降随時又は令和８年４月１日の予定です。 

※新卒以外の方は、本人の同意を得た上で、令和７年９月１日以降に採用する場合があります。 

 

 

８ 問い合わせ先 

鳴門市役所こども保育教育課  

〒７７２－８５０１ 鳴門市撫養町南浜字東浜１７０  電話０８８－６８４－１６５７ 

 

 

９ 審査結果の口頭による開示請求について 

この審査の結果については、個人情報の保護に関する法律に基づき、次のとおり口頭で開

示を請求することができます。開示を希望する場合は、受審者本人が、受審者本人であること

を証明する書類（運転免許証、マイナンバーカード、学生証、旅券等本人の顔写真が添付さ



 

 

れている書類）を持参のうえ、土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前８時３０分から午後５時

１５分の間、鳴門市役所こども保育教育課で受け付けます。電話やはがき等による請求はでき

ません。 

 

審  査 開示請求できる者 開示内容 開示時期 開示場所 

第１次審査 第１次審査受審者 総合得点及

び総合順位 

合格者発表日の

翌日から１ヵ月間 

鳴門市役所こども

保育教育課 第２次審査 第２次審査受審者 

 

 

１０ 第１次審査の審査会場について 

第１次審査の会場である鳴門市役所本庁舎は、全館禁煙となっております。 

 

 

 


